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 合 併 協 定 項 目 解 説  

 

１ 合併の方式 

 

２ 合併の期日 

新市として、実質的なスタートである平成１７年度をスムーズにスタートさせるために

設定しました。 

 

３ 新市の名称 

 

４ 新市の事務所の位置 

交通の事情や官公署の関係及び施設の現状を勘案し、本庁舎は現在の川内市役所としま

す。将来の本庁舎は、新市において検討します。 

 

５ 財産の取扱い 

関係市町村が保有する正の財産、負の財産の全てについて、新市に引き継ぎます。 

 入会林野等についても現状のまま新市に引き継ぎます。 

 

６ 議会議員の定数及び任期の取扱い 

川内市、樋脇町、入来町、東郷町、祁答院町、里村、上甑村、下甑村及び鹿島村を廃

し、その区域をもって新しい市を設置する新設合併（対等合併）とする。 

合併の期日は、平成１６年１０月１２日を目標とする。 

１ 新市の事務所（本庁）の位置については、新庁舎建設までの間は、川内市神田町

３番２２号とし、 支所、出張所の取り扱いについては、地方自治法（昭和２２年法

律第６７号）第１５５条に基づき、関係市町村内に置くものとする。 

２ 将来の新市の事務所の位置については、新市成立後、交通の事情、他の官公署と

の関係など、住民の利便性を考慮し検討するものとする。 

１市４町４村の所有する財産は、すべて新市に引き継ぐものとする。 

１ 新市の議会の議員の定数は３４人とする。ただし、市町村の合併の特例に関する

法律第６条第１項の規定を適用し、合併後最初に行われる選挙により選出される議

会の議員の任期に相当する期間(４年間)に限り、新市の議会の議員の定数は４４人と

する。 
また、選挙区については、関係市町村の区域ごとに設置し、各選挙区の議員の定

数は次のとおりとする。 
川内市の区域 ２５人  樋脇町の区域  ４人  入来町の区域 ３人 
東郷町の区域  ３人  祁答院町の区域 ３人  里 村の区域 １人 
上甑村の区域  ２人  下甑村の区域  ２人  鹿島村の区域 １人 

新市の名称は、薩摩
さ つ ま

川内市
せ ん だ い し

とする。                        



最初の選挙は、旧市町村区域の選挙区ごとに 44 人を選出し、任期は 4 年間になります。

次の選挙からは、選挙区を設けず新市域全体で 34 人を選出することになります。 

 

７ 農業委員会委員の定数及び任期の取扱い 

新市の地理的条件により、農業委員会は、１市４町の区域と甑４村の区域にそれぞれ設

置することになります。 

 農業委員会の委員は、選挙による委員と選任の委員がありますが、選挙による委員 87 名

は、現地調査等の業務を新市に移行後円滑に処理するため、平成 17 年 4 月 30 日まで、在

任することになります。選挙による新しい委員は、平成 17 年 4 月 30 日の任期終了までに

選挙を行い、１市４町の区域に 38 名、甑４村の区域に 10 名それぞれ選出することになり

ます。 

 選任の委員については、合併と同時に失職するため、新市において農業団体及び議会か

ら推薦をいただくことになります。 

 

８ 地方税の取扱い 

 

 

なお、特例適用後の一般選挙からは、選挙区は設置しない。 
２ 議員報酬の額は、川内市の例により、合併時までに調整する。 
３ 委員会の種別及び委員数は、新市の議会全員協議会において調整する。 

１ 農業委員会委員の定数及び任期の取扱いについては、次のとおりとする。 

(1) 新市に川内市・樋脇町・入来町・東郷町・祁答院町の１市４町の区域、里村・

上甑村・下甑村・鹿島村の４村を区域とする２つの農業委員会を置く。 

(2) 新市の農業委員会の選挙による委員の定数については、１市４町の区域は３８

人、４村の区域は１０人とする。ただし、合併時に農業委員会の選挙による委員

であった者は、市町村の合併の特例に関する法律第８条第３項の規定を適用し、

平成１７年４月３０日まで引き続き新市の農業委員会の選挙による委員として在

任する。 

(3) 選挙区設置等については、新市に移行後、速やかに協議する。 

２ 農業委員会の運営等については、次のとおりとする。 

(1) 農業委員会の運営については、合併時までに、具体的な調整を行うこととする。

(2) 諸証明手数料については、合併時までに、新たに制度等を制定する。 

地方税の取扱いについて、合併年度は１市４町４村の例により、その取扱いを承継し、

合併翌年度から新市の取扱いによるものとする。 

関係市町村で、差異のあるもの等については、次のとおり調整する。 

１ 個人市民税の均等割については、標準税率（2,500 円）を採用する。ただし、市

町村の合併の特例に関する法律第 10 条の規定により、合併年度に続く 3年度間は現

行の税率を適用する。 

納期については、川内市の例により調整する。ただし、各納期限は、月末とする

方向で調整する。 

 減免については、川内市の例による。 



【個人市民税】 

均等割：川内市 2,500 円 他町村 2,000 円・・・・・平成 19 年度まで 

    ＊平成 20 年度からは、2,500 円に統一されます。 

所得割：現行のとおりです。 

納 期：普通徴収「６・８・11・２月（４期）」に平成 17 年度から統一されます。 

【法人市民税】 

均等割：現行のとおりです。 

法人税割：川内市 14.7％ 他町村 12.3％・・・合併後 3年間の各法人の事業年度まで 

     それ以降は、14.7％に統一されます。 

【固定資産税】 

税 率：1.4％ 現行のとおりです。 

納 期：「４・７・９・12 月（４期）」に平成 17 年度から統一されます。 

【特別土地保有税】 

課税客体：川内市・樋脇町・入来町 5,000 ㎡以上、他町村 10,000 ㎡以上 

＊平成 17 年度からは、「5,000 ㎡以上」に統一されます。 

税  率：現行のとおりです。 

     ＊当分の間は、課税停止となっています。 

【鉱産税】 

新市においても現行のとおりとなります。 

【軽自動車税】 

  税 率：樋脇町、入来町、祁答院町、里村、上甑村、下甑村、鹿島村で規定されてい 

た「軽自動車 専ら雪上を走行するもの」が平成 17 年度からはなくなります。 

２ 法人市民税の法人税割の税率は、川内市の例により制限税率（14.7％）を採用す

る。ただし、市町村の合併の特例に関する法律第 10 条の規定により、合併年度に続

く３年度間は現行の税率を適用する。 

３ 固定資産税の税率については、現行のとおり（1.4％）とする。 

減免については、川内市の例により調整する。ただし、減免に関する規定につい

ては、合併までに調整する。 

納期については、川内市の例により調整する。ただし、各納期限は、月末とする

方向で調整する。 

４ 特別土地保有税については、川内市、樋脇町、入来町の例により調整する。 

５ 鉱産税は、入来町の例により調整する。 

６ 軽自動車税の税率は、川内市、東郷町の例により調整する。 

納期については、川内市の例により調整する。ただし、納期限は、月末とする方

向で調整する。 

減免、課税免除については、川内市の例により調整する。 

非課税の範囲については、地方税法第 443 条によるものとする。 



他の区分は、現行のとおりです。 

  納 期：「５月（全期）」に平成 17 年度から統一されます。 

【市町村たばこ税】  新市においても現行のとおりです。 

 

【入湯税】 

税  率：現在、川内市･樋脇町･入来町･祁答院町は 100 円、東郷町･里村は 150 円と

なっています。平成 17 年度からは、100 円に統一されます。 

プライバシー保護の問題や口座振替制度の普及等により、納税組合及び納税嘱託員制度

は平成 17 年度から廃止することになります。 

平成 17 年度から廃止することとなります。 

 

９ 一般職の職員の身分の取扱い 

 

７ 市町村たばこ税については、現行のとおりとする。 

８ 入湯税の税率については、川内市、樋脇町、入来町、祁答院町（100 円）の例によ

り調整する。 課税免除については、合併までに調整する。 

入湯税の充当については、新市において平成 17 年度分から調整する。 

９ 納税組合及び納税嘱託員制度については、廃止の方向で調整する。 

納税組合奨励金及び補助金、納税嘱託員委託料については、新市自治組織への補

助制度で調整する。 

10 個人町（村）民税、固定資産税の納期前納付報奨金については、廃止の方向で調

整する。 

11 口座振替については、川内市の例により調整し、取扱い金融機関については、合

併までに総合的に調整する。 

12 納付書の発送方法に差異のあるものについては、郵送を基本にして合併までに総

合的に調整する。 

１ 関係市町村の一般職の職員は、市町村の合併の特例に関する法律第９条の規定に

より、すべて新市の職員として引き継ぐものとする。 

２ 職員の定数については、関係市町村の現行定数の合計を新市に引き継ぐものとし、

市長事務部局、教育委員会事務部局及び議会事務部局等の職員の定数の割り振りに

ついては、合併時に調整するものとする。 

なお、合併後は、職員の定員適正化計画を策定し、定員管理の適正化に努めるも

のとする。 

３ 職員の職名については、人事管理及び職員の処遇の適正化の観点から合併時に調

整し、統一するものとする。 

４ 職員の給与制度については、国の基準及び類似団体を参考に、給料表の取扱いを

含め合併時に調整する。 

 なお、現職員の現給は保障し、新市において格差の調整を行うものとする。 



職員の定数については、新市で直轄事業となる一部事務組合の職員も含めることになり

ます。職員の給与制度については、国家公務員の制度を基本に調整します。 

 

10 特別職の身分の取扱い 

新設合併の場合、市町村長、助役、収入役、各種審議会の委員等の特別職は、失職する

ことになり、新市での選任等については、次のようになります。 

職務執行者（新市長誕生までの間）：合併前に関係市町村の長が協議し、関係市町村の長

の中から互選により定めることになります。 

市長：合併後５０日以内に選挙を行い、選出されます。 

助役、収入役：新市長誕生後、市議会の同意を得て、選任することになります。 

教育長：新市で新たに教育委員が選任されるまでの間、臨時の教育委員会を設置し、互

選により教育長を定めます。新市の正規な教育委員は、合併後新市長が議会に教育

委員の人事を提案し、同意を得て選任されます。教育長は、互選により定められま

す。 

選挙管理委員：新市で新たに選挙管理委員が選任されるまでの間、暫定的に選挙管理委

員会を設置します。新市の正規な選挙管理委員は、合併後最初の議会において選挙

により選任されます。 

公平委員：新市の公平委員は、合併後最初の議会で同意を得て、選任されます。 

監査委員：新市の監査委員は、合併後最初の議会で同意を得て、選任されます。 

固定資産評価審査委員：新市で新たに固定資産評価審査委員が選任されるまでの間、暫

定的に固定資産評価審査委員会を設置します。新市の正規な固定資産評価審査委員

は、合併後最初の議会で同意を得て、選任されます。 

 

11 条例、規則等の取扱い 

１ 常勤の特別職 

(1) 市長、助役、収入役及び教育長の設置・任期等については、各法令の定めると

ころによる。 

(2) 給与の額は、現行額を基本に合併までに調整する。 

(3) 新市の職務執行者については、関係市町村の長が別に協議して定める。 

２ 非常勤の特別職（議員、消防団員を除く。） 

(1) 教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、固定資産評価審査委員

会の設置及び委員の数・任期等については、各法令の定めるところによる。 

  報酬の額は、現行報酬額を基本に合併までに調整する。 

(2) 農業委員会委員の報酬額については、現行報酬額を基本に合併までに調整す

る。 

(3) 新市において引き続き設置する必要のある各種附属機関等の委員の数、任期、

報酬額については、現行の制度を基本に合併までに調整する。 

条例、規則等の取扱いについては、合併協議会で協議・承認された各種事務事業の調

整方針に基づき、新市における事務事業に支障がないよう次の区分により整備するもの

とする。 

１ 合併時に即時制定し、施行させる必要があるもの。 

２ 合併後、暫定的に施行させる必要があるもの。 



条例規則等の制定については、職務執行者の専決処分によるもの、新市の最初の議会で

議決するもの、随時議決するものがあります。 

 

12 事務組織及び機構の取扱い 

事務組織・機構については、合併直前まで調整作業を行うことになります。 

現在の事務組織・機構（案）は、４０・４１ページに掲載してあります。 

旧町村の役場は、支所となりますが、窓口業務等はこれまでどおり各支所で行われます。

出張所もこれまでどおり置かれ、取扱い業務に変更はありません。 

また、新市において公共的施設等の呼び方を統一します。（５１ページ参照） 

 

３ 合併後、逐次制定し、施行させるもの。 

１ 本庁については、「新市の事務所の位置」により、現川内市役所とする。 

２ 現川内市役所を除く現在の各町村役場をそれぞれの行政区域を所管する支所とす

る。また、合併前に設置されている関係町の支所、出張所については、出張所とし、

現行のまま存続する。 

３ 支所の組織については、住民のサ－ビス低下を招かないよう配慮し、一部管理部

門を除いた総合的な業務を所掌する支所とする。 

４ 教育委員会等各行政委員会については、各関係法令に基づき整備するものとする。

５ 関係市町村内におかれている附属機関等は、原則として統合するものとする。 

なお、独自におかれているものについては、その地域性など実態を考慮し整備す

るものとする。 

６ 関係市町村における類似施設については、市民がわかりやすく、かつ、新市の一

体感の醸成と広報時等の利便性の向上を図るため、その呼称を統一する。 

７ 新市における事務組織・機構の整備方針については次のとおりとする。 

【新市における事務組織・機構の整備方針】 

(1) 基本方針 

① 住民自治を確立し、住民福祉の向上を図る組織・機構 

② 市民に分かりやすく利用しやすい組織・機構 

③ 市民の声を適正に反映することのできる組織・機構 

④ 運営の合理化を図り効率的な組織・機構 

⑤ 新市まちづくり計画を円滑に遂行できる組織・機構 

⑥ 指揮命令系統が簡素で明確な組織・機構 

⑦ 地方分権に柔軟に対応できる組織・機構 

⑧ 新たな行政課題に速やかに対応できる組織・機構 

(2) 合併時の機能 

  本庁は、新市全体に係る政策、施策、総合的な調整事務、管理事務及び支所

の所管する区域以外の市域に関する事務及び地域振興策を所掌する。 

支所は、一部の管理部門を除き、所管する行政区域の事務の全般を掌る総合

行政機関であるとともに、地域振興の拠点として、所管区域の事務及び地域振

興策を所掌する。 

新市における地域振興策の企画立案並びに新市まちづくり計画の実現につい

ては、本庁及び支所が一体となり、市民と協働して進めるものとする。 



13 一部事務組合等の取扱い（その１） 

【消防業務】 

新市では、消防局を設置し、９市町村全域を対象に業務を行うことになります。旧祁答

院町区域については、分署を設置するとともに消防車、救急車を配備し、業務に支障がな

いよう配慮します。また近隣の消防本部や市町村とは相互応援協定を締結する方向で調整

します。 
 

解散することとなりますが、祁答院地方卸売市場は今後も存続しますので、これまで市

場を利用されてきた出荷者、仲買人などの皆様はこれまでどおり利用できます。 

現在の川内市土地開発公社を新市の土地開発公社とし、他の土地開発公社を引継ぎ、新

市に一つ設置します。 
 

１ 川内地区消防組合、西薩衛生処理組合、甑島衛生管理組合、上甑島バス企業団に

ついては、組合構成団体が合併関係市町村に全て含まれるため、消滅することとな

る。よって、合併の日に全ての事務、財産及び職員を新市に引き継ぎ、直轄事業と

して実施する。 

２ 祁答院地区消防組合の構成団体である祁答院町は、合併の日の前日に当該組合を

脱退し、新市の直轄事業として行う。財産及び職員の取扱いについては、当該組合

及び構成団体の協議を行い、合併までに調整する。 

３ 祁答院地方卸売市場管理組合の構成団体である入来町、祁答院町は、合併の日の

前日に当該組合を脱退する。財産の取扱いについては、当該組合及び構成団体の協

議を行い、合併までに調整する。 

４ 鹿児島県市町村自治会館管理組合、鹿児島県町村議会議員公務災害補償等組合、

鹿児島県町村非常勤職員公務災害補償等組合、鹿児島県町村交通災害共済組合、鹿

児島県離島緊急医療対策組合については、当該組合及び構成団体の協議を行い、合

併の日の前日に組合から脱退し、新市において合併の日に当該組合に加入する。 

５ 鹿児島県市町村消防補償等組合については、当該組合及び構成団体の協議を行い、

合併の日の前日に組合から脱退し、直轄事業として実施する。財産の取扱いについ

ては、当該組合及び構成団体の協議を行い、合併までに調整する。 

６ 鹿児島県町村職員退職手当組合については、当該組合及び構成団体の協議を行い、

関係町村は、合併の日の前日に当該組合から脱退する。新市の当該組合への加入に

ついては、合併までに調整する。 

７ 土地開発公社については、次のとおりとする。 

(1) 川内市土地開発公社は、定款変更により新市の土地開発公社として存続し、財

産等を引き継ぐものとする。 

(2) 鹿児島県町村土地開発公社樋脇町支社、東郷町支社、里村支社、上甑村支社、

下甑村支社、鹿島村支社及び祁答院地区土地開発公社祁答院町支社は、合併の日

の前日までに鹿児島県町村土地開発公社及び祁答院地区土地開発公社を脱退し、

解散する。各支社の財産等は、新市の土地開発公社へ引き継ぐものとする。 

(3) 入来町土地開発公社は、合併の日の前日までに解散する。財産等については、

新市の土地開発公社へ引き継ぐものとする。 



現在の川内市立視聴覚ライブラリーを、新市の視聴覚ライブラリーとし、８町村の生涯

学習センター（現在の中央公民館）と連携して、業務の推進を図ります。 
 

 

13 一部事務組合等の取扱い（その２） 

  

 

 

 

 

 

８ 財団法人 川内市民まちづくり公社、川内川多目的取水管理組合については、現

行のまま新市に引き継ぐ。 

９ 川内市立視聴覚ライブラリーについては、現行のまま新市に引継ぎ、現在、事務

委託している東郷町、樋脇町は合併の日の前日までに委託契約を解除する。 

甑島地区視聴覚教育協議会は、合併の日の前日までに解散する。 

入来町及び祁答院町は、祁答院地区視聴覚教育協議会から合併の日の前日までに

脱退する。 

10 鹿児島県人事委員会に事務委託している４町４村の公平委員会事務については、

合併の日の前日をもって、鹿児島県との「公平委員会の事務の委託に関する規約」

を廃し、新市において合併の日に公平委員会を設置する。 

11 肥薩おれんじ鉄道株式会社、株式会社遊湯館、株式会社甑産業振興公社、株式会

社東郷温泉ゆったり館については、出資等の財産について、新市に引き継ぎ、管理

運営については、現行のとおりとする。 

１ 薩摩郡東部衛生処理組合の取扱いについては、当該組合及び構成団体と次により

協議するものとする。 

薩摩郡東部衛生処理組合の構成団体である入来町・祁答院町は、合併の日の前日

に当該組合を脱退し、新市の直轄事業とする。 

財産及び職員の取扱いについては、合併までに調整する。 

２ 串木野樋脇清掃組合の構成団体である樋脇町については、合併の日の前日に当該

組合を脱退する。当該組合は、組合構成団体が 1団体となるため解散することにな

る。 

新市における旧樋脇町の区域は合併の日に串木野市に委託することとし、委託料

の額及び財産の取扱いについては当該組合及び構成団体の協議を行い、合併までに

調整する。 

３ 川薩地区介護保険組合の取扱いについては、当該組合及び構成団体と次により協

議するものとする。 

川薩地区介護保険組合については、合併の日の前日に解散し、合併の日に全ての

事務を新市及び宮之城町、鶴田町、薩摩町に引き継ぎ直轄事業とする。 

財産の取扱いについては、合併までに調整する。 

 



 

14 使用料、手数料等の取扱い 

 

 

【公営住宅使用料】                      （単位：団地、戸、円） 

※運動施設使用料については、多様な施設があり同様な施設でも料金体系が異なっており、

現時点での統一した使用料の設定は困難なことから、３年以内を目処に調整することとし

ています。 

 

【主な住民窓口手数料】                         （単位：円） 

 

 

 

 

 

 

種  別 川内市 樋脇町 入来町 東郷町 祁答院町 里村 上甑村 下甑村 鹿島村 新市 

団地数 43 11 15 13 7 6 6 15 3 

戸 数 1,362 149 193 176 93 39 57 94 41 

月額使用料 

（最低額） 
500 2,700 2,500 2,800 1,700 5,400 5,400 7,600 9,500 

月額使用料 

（最高額） 
49,400 36,800 40,800 28,000 26,300 21,700 28,000 28,800 28,900 

基礎係数等が異

なるため、当分の

間現行のとおり

とし、３年以内を

目処に調整しま

す。 

種  別 川内市 樋脇町 入来町 東郷町 祁答院町 里村 上甑村 下甑村 鹿島村 新市 

戸籍謄抄本交付 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 

除籍謄抄本交付 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 

住民票写し交付 200 200 200 200 200 200  200 200  200 200 

住民票閲覧 200 200 200 200 200 200 200 200  200 200 

印鑑証明 200 200 200 200 200 200 200 200  200 200 

印鑑登録証再交付 200 400 400 400 400 200   200 

身分又は本籍住

所に関する証明 
200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

１ 使用料については、住民の一体性の確保、住民負担に配慮し、次のとおり取扱う

ものとする。 

(1) 固有の施設については、当面現行のとおりとする。 

(2) 同一又は類似の施設については、可能な限り統一に努める。 

(3) 差異が著しいもの、事情により調整に期間を要するものは、合併後に随時調整

する。ただし、その期間は３年以内を目処とする。 

２ 手数料については、受益者負担の公平性に基づき、合併時までに現行単価を基準

として統一に努めるものとする。 



 

【主な税務証明手数料】                                      （単位：円） 

 

 

15 公共的団体等の取扱い 

 

公共的団体については、新市の「速やかな一体性確保」の観点から、４月以降その統合

へ向けて調整を行うことにしております。 

 なお、社会福祉協議会については、新市に１つの定めがあり、平成 16 年 10 月 12 日統合

へ向けて現在協議が行われています。 

種  別 川内市 樋脇町 入来町 東郷町 祁答院町 里村 上甑村 下甑村 鹿島村 新市 

資産証明 200 200 200 200 200 200  200 200 200 200 

所得証明 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

課税証明 200 200 200 200 200 200  200 200 200 200 

納税証明 200 200 200 200 200 200 200 100 200 200 

評価証明 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

公課証明 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

住宅用家屋証明 1,200 200 1,200 950  200 1,300 1,300 1,300 1,300 1,200 

【関係市町村内の団体等】 

関係市町村内にある公共的団体等の取扱いについては、新市の速やかな一体性を確立

するため、それぞれの実情を尊重しながら統合整備に努めるものとする。 

１ 複数の関係市町村で共通の目的を有する団体は、合併時に統合するよう調整に努

めるものとする。 

２ １の団体で、実情により合併時に統合できない団体は、合併後速やかに統合する

よう調整に努めるものとする。 

３ １の団体で、実情により統合に時間を要する団体は、将来統合するよう調整に努

めるものとする。 

４ １．２．３以外は、現行のとおりとする。 

５ ただし、整理できる団体は、廃止の方向で調整に努めるものとする。 
【関係市町村外の団体等】 

関係市町村外にある公共的団体等の取扱いについては、関係機関の助言・指導等をも

とに、そのあり方について協議し調整に努めるものとする。 
１ 複数の関係市町村で共通の目的を有し加入している団体は、合併時に統合するよ

う調整に努めるものとする。 

２ １の団体で、実情により合併時に統合できない団体は、合併後速やかに統合する

よう調整に努めるものとする。 

３ １の団体で、実情により統合に時間を要する団体は、将来統合するよう調整に努

めるものとする。 

４ １．２．３以外は、新市においても現行のとおり加入するものとする。 

５ ただし、整理できる団体は、脱退の方向で調整に努めるものとする。 



 

16 補助金、交付金等の取扱い 

自治会、地区への補助金については、旧市町村での交付内容を整理し、総合的な補助制

度を確立します。 

 各種団体等への補助金については、団体等の統合の状況を見ながら制度の再編を図りま

す。 

 各種事業補助金については、その制度内容を精査し、これまでの実績等を考慮しながら、

調整を進めます。 

 
17 町名、字名の取扱い 

 

新市の住所表示は、次のとおりです。 

市町村名 
大字

の数 
現在の住所表示例 新市の住所表示例 

川 内 市 65 川内市神田町◇◇◇-◇◇ ○○市  神田町◇◇◇-◇◇ 

樋 脇 町 3 薩摩郡樋脇町塔之原◇◇◇番地 ○○市  樋脇町塔之原◇◇◇番地 

東 郷 町 6 薩摩郡東郷町斧 淵◇◇◇番地 ○○市  東郷町斧淵◇◇◇◇番地 

入 来 町 2 薩摩郡入来町浦之名◇◇◇番地 ○○市  入来町浦之名◇◇◇番地 

祁答院町 4 薩摩郡祁答院町下 手◇◇◇◇番地 ○○市  祁答院町下手◇◇◇番地 

里    村 1 薩摩郡里村里◇◇◇◇番地 ○○市  里町里◇◇◇◇番地 

上 甑 村 7 薩摩郡上甑村中甑◇◇◇◇番地 ○○市  上甑町中甑◇◇◇◇番地 

下 甑 村 5 薩摩郡下甑村手打◇◇◇◇番地 ○○市  下甑町手打◇◇◇◇番地 

鹿 島 村 1 薩摩郡鹿島村藺牟田◇◇◇番地 ○○市  鹿島町藺牟田◇◇◇番地 

計 94    

 上記は、表示例です。他の町名、大字名も例のように表示されることになります。 

補助金、交付金等については、これまでの経緯、実績等に配慮しつつ、関係団体の理

解と協力を得て、次のとおり調整するものとする。 
１ 同一あるいは同種の補助金等については、原則として統合する。 

２ 独自の補助金等については、他の補助金等との均衡を考慮しながら、必要性や内

容等を調整する。 

３ 整理統合できる補助金等については、統合、廃止する。 

なお、新市においても、公共的な必要性・公平性・有効性等の観点から、引き続

き見直しを行う。 

町名・字名の取扱いについては、地域の歴史や文化の継続性､住民生活への影響等に配

慮するとともに、地域住民の意向を尊重し、次のとおり調整するものとする。 
１ 川内市については、現行のとおりとする。 
２ 樋脇町､入来町､東郷町､祁答院町については､従前の町名を従前の大字に冠したも

のをもって、大字とする。 
３ 里村、上甑村､下甑村、鹿島村については、従前の村名を町名とし、これを従前の

大字に冠したものをもって、大字とする。 



 

18 慣行の取扱い 

市章等については、新市のシンボル的なものであり、合併後の記念行事等のスケジュー

ルを検討し、新市において制定します。 
 
19 国民健康保険事業の取扱い 

 

【国民健康保険税の現況（平成 13 年度）】                （単位：円） 

 

 

 

 

 

 川内市 樋脇町 入来町 東郷町 祁答院町 里村 上甑村 下甑村 鹿島村 

１人当税額 

（医療分） 
56,852 57,542 54,854 57,564 44,134 46,777 47,654 35,878 34,712

１人当税額 

（介護分） 
13,694 13,262 14,697 14,066 17,993 12,619 12,427 10,265 10,512

１ 市章、市の木、市の花、市の鳥、市歌、市民憲章については、新市に移行後、速

やかに制定する。 
２ 宣言については、新市に移行後、１年以内を目処に調整する。 
３ 名誉市民表彰、市民表彰、功労者表彰については、合併時に、川内市の制度を基

本に調整する。 
ただし、すでにその称号を贈られている名誉市町村民については、この名誉を新

市に引き継ぐ。 

１ 国民健康保険税の取扱いについて、合併年度は１市４町４村の例により、その取

扱いを承継し、合併翌年度から新市の取扱いによるものとする。 

 関係市町村で、差異のあるもの等については、次のとおり取り扱うものとする。

(1) 賦課方式、税率については、新市において国民健康保険事業の円滑な運営が図

られるよう医療費の動向を見ながら合併までに調整する。 

※ 税率については、市町村の合併の特例に関する法律第１０条の規定を適用し、

１市４町２村（川内市、樋脇町、入来町、東郷町、祁答院町、上甑村、里村）

の税率と２村（下甑村、鹿島村）の税率の２通りの税率による不均一課税とし、

平成１７年度から３年間適用する。 
この間における賦課方式については、４方式を基本に税率の算定と併せて調整する。

(2) 賦課限度額、軽減割合、納税義務の発生・消滅に伴う賦課については、関係

市町村全て同じのため、現行のとおり新市に引き継ぐものとする。 

(3) 賦課期日、納期、減免については、川内市の例により調整する。ただし、各納

期限は、月末とする方向で調整する。 

(4) 納付書の発送方法については、郵送を基本にして合併までに総合的に調整す

る。 



 

【新市】 

税率：平成１７年度からの税率については、医療費の動向により調整します。 

課税：平成１７年度～平成１９年度は、１市４町２村（川内市、樋脇町、入来町、東郷

町、祁答院町、上甑村、里村）の税率と２村（下甑村、鹿島村）の税率の２通りの

税率による不均一課税となります。 平成２０年度からは、統一されます。 

＊賦課方式については、現在全市町村が採用しています４方式（所得割・資産割・均

等割・平等割）を基本に調整します。 

・賦課限度額（医療分）：５３０，０００円 

・賦課限度額（介護分）： ８０，０００円   現行のとおりです。 

・応益割の軽減：７割・５割・２割 

・賦課期日：毎年４月１日（仮賦課なし）に平成１７年度から統一されます。 

・納 期：「７・８・１０・１１・１・２月（６期）」に平成１７年度から統一されます。 

 

 

 

【国民健康保険給付の現況】                    （単位：千円） 

【新市】 

国保財政調整基金：平成 16 年 9 月補正後の保有額を持ち寄ることとなります。 

葬祭費：合併時に川内市の例（20,000 円）に統一されます。 

出産育児一時金：全市町村同じのため、現行のまま（300,000 円）引き継がれます。 

 

 川内市 樋脇町 入来町 東郷町 祁答院町 里村 上甑村 下甑村 鹿島村 

国保財政調整基金 

（平成 14 年度末） 
2,029 107,014 82,972 171,362 222,734 25,800 48,061 56,314 0

葬祭費 20 20 20 20 20 10 10 10 7

出産育児一時金 300 300 300 300 300 300 300 300 300 

２ 保険給付関係事業で、関係市町村で差異のあるものについては、次のとおり取り

扱うものとする。 

(1) 国保財政調整基金は、市町村によって基金残高にかなりの差があるため、適切

な額を持ち寄るなどの調整をする。また、基金については、合併時に、新たに制

度を制定する。 

(2) 国民健康保険運営協議会の委員の定数及び報酬については、合併までに調整す

る。 

(3) 高額医療費貸付事業は、支払い基準を統一し、川内市の例により調整する。 

(4) 各種検診補助は、市町村によって差異があるため、新市において速やかに調整

する。 

(5) 出産・葬祭に関する給付は、甑島４村との差異があり、合併時に、川内市の例

により調整する。 

 



20 介護保険事業の取扱い 

 

【介護保険事業の現況】                    （単位：円） 

【新市】 

保険料額：平成 17 年度までは、現行のとおりです。平成 18 年度からは平成 17 年度策定

の「介護保険事業計画」策定時に設定します。 

基金関係：平成 16 年 9 月補正後の保有額を持ち寄ることになります。 
 

21 消防団の取扱い 

消防団は、新市で 1 つの消防団となり、その組織については、消防力の基準や地域性を

考慮し、分団の統合を含め、合併までに調整します。 

 川内市 樋脇町 入来町 東郷町 祁答院町 里村 上甑村 下甑村 鹿島村

年 54,000 45,600 50,400 48,000 46,800 44,400 43,440 30,000 46,752保険料額の第3

段階（基準額） 月 4,500 3,800 4,200 4,000 3,900 3,700 3,620 2,500 3,896

高額貸付事業基金

（平成 14 年度末） 

千円 

10,000 

千円 

2,000 
0 0 0 0 0 0 0

介護給付費準備基金

（平成 14 年度末） 

千円 

2,001 

千円 

1,807 
千円

0 
千円

0 
千円

0 
千円

5,418 
千円 

0 
千円 

16,229 
千円

2,000 

１ 介護保険料は、新市に移行後も当分の間現行のとおりとし、第３次事業計画（平

成１８年度）から統一調整する。 
２ 介護保険低所得者利用者負担軽減対策補助の内、ホ－ムヘルプサ－ビスで単独事

業は新市に移行後、速やかに調整を図る。 
３ 介護保険高額貸付事業は、基金額や要件に差異があり、合併時に、川内市の例に

より調整する。 
４ 介護保険事業計画の策定・見直し関係事務は、合併時に、新たな制度等を制定す

る。 
５ 介護保険財政調整安定化基金については、基金の借入額や償還年限が異なってい

るが、現行のまま新市に引き継ぐ。 
６ 介護保険基金関係事務は、現行のまま新市に引き継ぐ。 

１ 消防団については、合併までに統合し、分団等の組織は各地区の状況に応じて調

整する。指揮命令系統についても、合併までに調整する。 

２ 消防団員については、新市の消防団員として引き継ぐ。 

３ 消防団施設、設備等については、現行のまま新市に引継ぎ、新市において施設整

備計画を策定する。 

４ 消防団員の報酬、手当等、被服貸与、任免、表彰制度については、合併までに調

整する。 

５ 消防団の諸行事については、地域の実情を考慮し、合併までに調整する。 

６ 消防団無線については、現有施設を利用した連絡体制とし、合併後３年以内を目

処に調整する。 

７ 消防団に関係する公共的団体については、公共的団体等の取扱いによる。 

８ 消防団に関係する補助金については、補助金・交付金等の取扱いによる。 



 消防団は、新市の消防局で所管することとなります。 

現在の組織（案）は、４２ページに掲載してあります。 

 

22 自治会・行政連絡機構の取扱い 

基礎的な住民自治組織の名称は各市町村によって、これまで公民会､自治公民館､小組合､

常会､公民館、区と呼ばれてきましたが、合併時からは「自治会」に統一されることになり

ます。 

〇〇公民会  

△△小組合   → 〇〇自治会 

◇◇常会 

   など 

また、新市の６５地区を基本として、「地区コミュニティ協議会」を設置し、市民が主体

となった地区づくりを推進します。（小学校校区で設置される場合もあります。） 

 地区コミュニティ協議会のイメージは、５７ページに掲載してあります。 

 旧市町村における各自治会や校区への補助金については、総合的に調整されます。 

 

23 各種事務事業の取扱い 

23－１ 男女共同参画事業 

 

 

23－２ 友好都市・国際交流事業 

川内市と入来町が取り組んでいる中国「常 熱
じょうじゅく

市
し

」、「馬
ま

陸
る

鎮
ちん

」との友好都市交流は新市に

おいて継続して実施します。 

国際交流関係団体については、新市に一つの団体を設置する方向で調整します。 

 

 

 

 

 

自治会・行政連絡機構（公民会､自治公民館､小組合､常会､公民館、区）組織について

は、名称を自治会に統一し現行のまま新市に引き継ぎ、新市まちづくり計画に基づく地

区コミュニティ協議会制度を導入する。 

条例制定・基本計画策定に関することについては、川内市のみの取り組みであるため､

川内市の条例・基本計画を基に新市において新たに条例を制定し、速やかに基本計画を

策定する。 

１ 友好都市交流については、締結自治体と合併前に協議し、新市に移行後、速や

かに調整する。 
２ 国際交流団体（協会等の活動状況）については､新市に移行後、速やかに調整

する。 
３ 国際交流員等招致事業については、合併時に、新たに制度等を制定する。 



 

23－３ 電算システム事業 

電算システムについては、合併時に、住民サービスを低下させることないよう本庁と支

所・出張所を結ぶネットワークの構築と統合を進めます。 

また、新市は極めて広大で島しょ部もあることから、情報化による市民の利便性の向上

が図られるよう取り組みます。 

 新市地域情報化計画については、別添の概要版をご参照ください。 

 
23－４ 広報広聴関係事業 

ご意見箱、市制モニター制度、市政対話集会などの広聴活動を充実し、市民の幅広い意

見を市政に活かします。 

新市の広報紙は、月２回発行することとします。 

また、新市を広くＰＲすることと市民への情報提供を進めるため、合併と同時に新市の

ホームページを開設します。 

 

23－５ 消防防災関係事業 

 

電算システム事業については、住民サ－ビスの低下を招くことのないよう最善の配慮

のもとで合併と同時に統合したシステムが稼動できるように調整する。 
地域情報化及び電子自治体に的確に対応した必要なシステムの構築等、環境整備を図

るものとする。 

１ 広報広聴 

(1) ご意見箱については本庁と各支所に設置することとし、合併時に川内市の例に

より調整する。 

(2) 市政モニタ－制度については、合併時に新たな制度として制定する。 

２ 市政対話集会については、新市に移行後速やかに調整する。 

３ 広報（広報紙発行）については、合併時に新たな制度等を制定する。（新たな広報

紙として月２回発行する。） 

１ 地域防災計画については、合併までに原案を策定し、平成 16 年度中の県の承認を

目指す。 

２ 防災会議、防災組織、災害対策本部については、合併までに体制を整備する。 

３ 自主防災組織については、現行のまま新市に引継ぎ、新市において新たな組織の

結成を推進する。 

４ 防災行政無線については、次のとおりとする。 

(1) 同報系については、合併後速やかに本庁・支所間を結ぶ一斉放送ができる体制

を確立する。ただし、それまでの間は、現有施設の有効利用による広報体制をと

る。 

(2) 移動系については、新市に移行後も当分の間現行のとおりとし、３年以内に基

地局を整備し、その他については随時整備する。 

５ 原子力防災計画については、川内市の例により、平成 16 年度中の県の承認を目指

す。 



 

消防防災体制の整備は、市民の生命及び財産を守るために直接関わるもので合併と同時

にスタートできるようその体制を確立します。 

現在ある自主防災組織については、現行のまま新市に引き継ぎ、新市においても新規自

主防災組織結成へ向けて取り組みます。 

防災行政無線については、現有施設の有効利用を図りながら、１年以内程度を目処に一

斉放送ができる体制を確立します。また、未整備の町村への設置及び既存設備の改修につ

いては、多額の費用を必要とするため、年次計画により進めることとします。 

【既存設備の状況】 

防災行政無線：川内市（戸別一部未整備）、入来町、東郷町、祁答院町、 

上甑村、下甑村、鹿島村 

オフトーク通信：里村 

有線放送：樋脇町 

 

23－６ 交通関係事業 

 

巡回バスについては、新市域内での交通体系を確立し、市民の利便性の向上を図ります。 

川内市：くるくるバス  樋脇町：ゆうゆうバス  入来町：乗合タクシー 

  東郷町：ゆったりバス  祁答院町：祁答院バス 

 

甑島地域の、２つのバス事業は、新市の上甑バス事業所・下甑バス事業所（鹿島含む。）

とします。 

  ［ 里村・上甑村：上甑島バス企業団、下甑村：下甑村自動車運送事業 ］ 

 

 

 

６ 応援協定については、現行のまま新市に引き継ぎ、関係機関と総合的に調整する。

７ 常備消防の体制及び消防通信・無線については、川内地区消防組合の体制等を基

本に合併までに調整する。 

８ 消防計画については、合併までに策定する。 

９ 消防施設整備計画（常備消防分）については、現行の整備計画を新市に引き継ぎ、

新たな整備計画を 3年以内に策定する。 

10 防犯組合連合会については、新市に移行後速やかに調整する。 

１ １市４町で実施している巡回バス・乗合タクシー運行事業については、新市に移

行後も当分の間現行のとおりとし、随時調整する。 

２ 川内市で実施している均一運賃バス運行事業については、新市に移行後、新たな

制度等を検討する。 

３ 甑島で実施している自動車運送事業については、新市に引き継ぐものとし、運営

方法等については、鹿島村送迎事業を含め、下甑村自動車運送事業及び上甑島バス

企業団との協議を行い、合併時に、新たな制度等を制定する。 



 

23－７ 窓口業務 

本庁及び各支所において住民サービスの低下を招かないよう合併と同時にこれまでどお

りの業務を行います。 

なお、昼窓や休日の窓口業務についてもこれまでどおり各支所で行うこととします。 

 

23－８ 保健衛生事業 

 

 

 

 

 

 

 

窓口業務の取扱いについては、新市の組織体制と調整を図り、住民サ－ビスの低下を

招かないことを原則として、調整に努めるものとする。 

１ 無料巡回診療は、新市に移行後も当分の間は現行のとおりとし、実施方法等につ

いて随時調整する。 

２ 在宅当番・緊急医療情報提供実施事業は、現行のまま新市に引き継ぐこととする。

３ 川内市の湯田、西方、高江、久見崎及び寄田地区の定時開設診療所並びに祁答院

町黒木診療所及び祁答院診療所は、現行のまま新市に引き継ぐこととする。 

４ 甑島４村の国保直営診療所、へき地診療所及び国保直営歯科診療所は、新市に移

行後も当分の間現行のとおりとし、運営方法等について随時調整する。 

５ 病院群輪番制事業（共同利用型病院運営事業）は、二次救急医療を確保するため、

現行の実施体制を新市に引き継ぐこととする。 

６ 医療従事者等育成支援事業は、新市に移行後も当分の間現行のとおりとし、対象

者、奨学資金等について随時調整する。 

７ 食生活改善推進員協議会は、組織の統合、活動内容、活動補助金等について、新

市に移行後、速やかに調整する。 

８ 健康づくり推進協議会は、現組織を統合し、新市で一体的、合理的な活動を行う

こととする。ただし、委員の任期、活動の内容等は新市に移行後、速やかに調整す

る。 

９ 保健センタ－は、１市４町２村に設置されており、今後も地域保健活動の拠点と

して管理を行うこととするが、運営方法、維持管理等については、新市に移行後、

速やかに調整する。 

10 三者医療協議会及び歯科医療問題協議会は、協議会の運営、構成員等について、

新市に移行後、速やかに調整する。 

11 基本健康診査、各種ガン検診、Ｃ型肝炎ウイルス検診、骨粗鬆症検診、歯周疾患

検診及び腹部超音波検診は新市に移行後も当分の間現行のとおりとし、健診(検診)

体制及び検査項目等について、健診(検診)委託先等関係機関と協議のうえ、随時調

整する。 



 

各市町村の診療所等については、現行のまま新市に引き継ぎます。なお、甑４村の診療

所等については、診療科目の充実など改善する方向で調整を進めます。 

各種健診等については、基本的に現行の健診体制等を引継ぎ実施することとします。な

お、実施方法や自己負担金等については、健診の委託先など関係機関と協議のうえ調整し

ます。 

 

23－９ 環境衛生事業（その１） 

新市では、４ヶ所の火葬場（葬斎場）を有することになります。 
川内市葬斎場やすらぎ苑・上甑島火葬場・下甑村火葬場・鹿島村葬斎場 

 

23－９ 環境衛生事業（その２） 

１ 各市町村が有する最終処分場は、現行のまま新市に引き継ぐ。 
２ 衛生自治団体連合会は、新市に移行後、速やかに調整する。 
３ 環境審議会は、合併時に新たに制度等を制定する。 
４ 環境に関する計画(環境基本計画)は、川内市の例を基本として、合併後３年以内を

目処に策定する。 
５ 環境美化推進は、合併時に川内市の例により調整する。 
６ 火葬場は、現行のまま新市に引継ぐ。 
７ 公営の墓地は、現行のまま新市に引き継ぐ。 

１ し尿処理関係 

(1) し尿汲取手数料及び地元との連絡調整は、新市に移行後も当分の間現行のとお

りとし随時調整する。 

(2) し尿処理施設の整備については、現行のまま新市に引き継ぐ。 

(3) 一般廃棄物処理業許可証交付手数料及び同再交付手数料並びに浄化槽清掃業

許可証交付手数料及び同再交付手数料は、合併時に川内市の例により調整する。

(4) 西薩環境センター対策委員会運営補助金は、新市に移行後も当分の間現行のと

おりとし、随時調整する。 

(5) し尿・浄化槽汚泥等の収集処理計画及びし尿収集・浄化槽清掃業の許可につい

ては、合併時に新たに制度等を制定する。  

12 集団で行う乳幼児健康診査の健診体制及び内容等は新市に移行後も当分の間現行

のとおりとし、実施方法等について随時調整する。 

13 精密健康診査は、合併時に川内市の例より調整する。 

14 個別検診の内容等は、新市に移行後も当分の間現行のとおりとし、実施方法等に

ついて随時調整する。 

15 乳幼児歯科健康診査の健診体制及び内容等は、新市に移行後も当分の間現行のとお

りとし、対象児年齢、フッ素塗布に係る徴収金等含めて随時調整する。 

16 結核予防事業及び予防接種事業は、新市に移行後、速やかに調整する。ただし、

委託料、自己負担金については、委託先等関係機関と協議のうえ、合併時までに調

整する。 

17 女性の健康促進事業は、新市に移行後、速やかに調整する。 



 

【し尿汲取り手数料等の現況】                     （単位：円） 

し尿汲取り手数料については、１市４町の区域は、現行の西薩衛生処理組合管内の料金

で収集を行うこととし、また、甑島地域については、従前の料金で収集を行うことにして

おります。 
なお、浄化槽管理及び清掃料金については、従来どおり浄化槽の設置者と各許可業者と

の契約により業務内容、料金が決定されます。  

【廃棄物処理手数料等の現況】                     （単位：円） 

西薩衛生処理組合 
薩摩郡東部衛生 

処理組合 

川内市 樋脇町 東郷町 入来町 祁答院町

里村 上甑村 下甑村 鹿島村 

90 ㍑まで、780 円 

90～180 ㍑まで、1,100 円 

180 ㍑を超える場合、18 ㍑増すご

とに 110 円を加算（消費税外税） 

10 ㍑につき 70 円 
1 トンにつ

き7,000円

1 ㍑につき

7円 

1 ㍑につき

7円 

1 ㍑につき

7円 

川内市クリーンセンター 串木野樋脇環境センター 薩摩東部環境センター 甑島衛生管理組合  

川内市 東郷町 樋脇町 
入来

町 
祁答院町 里村 上甑村 下甑村 鹿島村

市・町が収集する一般廃

棄物は無料 

【直接搬入】100Kg 未満

300円(事業系は600円)、

100Kg 以上 100Kg 増すご

とに 300 円加算(事業系

は 600 円加算) 

町が収集する一般廃棄

物は無料 

【直接搬入】 

100Kg まで 200 円 

100Kg増すごとに200円

加算 

消費税加算 

業者が収集するステ

ーションの一般廃棄

物は無料 

【直接搬入】 

50Kg まで 200 円 

50Kg 増すごとに 100

円加算 

住民が排出する一般

廃棄物は無料。事業所

から搬出される一般

廃棄物は、100Kg 未満

300 円、100Kg 以上

100Kg 増すごとに 100

円加算（消費税加算） 

産廃 

１ｔに

つき 600

円（消費

税加算） 

－ 

２ ごみ処理関係 

(1) 一般廃棄物処理計画は、合併時に新たに制度等を制定する。 

(2) 県外廃棄物搬出事業は、合併時に新たに制度等を制定する。 

(3) 川内市クリーンセンター内最終処分場、最終処分場(計画、設計、実施)及びご

み処理施設の整備については、現行のまま新市に引き継ぐ。 

(4) 地元との連絡調整は、新市に移行後も当分の間現行のとおりとし、随時調整す

る。 

(5) 川内市クリーンセンター地域振興補助金は、新市に移行後も当分の間現行のと

おりとし、随時調整する。 

(6) 一般家庭用ごみ袋販売委託は、新市に移行後速やかに調整する。 

(7) 廃棄物処理手数料、ごみの収集方法等、ごみの資源化及び特定家庭用機器廃棄

物収集運搬手数料は、関係一部事務組合等の調整方針に基づき、調整するものと

する。 

(6) 投入手数料、し尿・浄化槽汚泥等の収集・処理業務、し尿処理施設の管理、し

尿収集区域の指定及び海洋投入処分については、関係一部事務組合の調整方針に

基づき、調整するものとする。 



 
廃棄物処理手数料について、１市４町の区域は川内市の例により調整することとし、甑

島地域については、甑島衛生管理組合の例により調整します。 
※川内市クリーンセンターの【直接搬入】（ ）は、平成 16 年 4 月 1 日から 

 
【ごみの収集方法等の現況】 

ごみの収集方法及び資源ごみの分類について、１市４町の区域は、原則として川内市の

例により調整することとし、甑島地域については、当分の間現行のとおりとし、３年後を

目途に新市全域で統一されたごみの収集方法及び資源ごみの分類に調整することになりま

す。 
指定ごみ袋については、平成１７年４月１日から、規格と値段を統一した可燃ごみ用の

袋と不燃ごみ用の袋を導入することとしています。 
 
 
 

 

区   分 川 内 市 樋 脇 町 入 来 町 東 郷 町 

収集体制 委 託 委 託 委 託 委 託 

収集方式 ステーション方式 ステーション方式 ステーション方式 ステーション方式 

７８４箇所 １５６箇所 １２２箇所 ８２箇所 

可燃ごみ 週 2回 

(一部週 1回) 

３ブロックに分

けて週２回 
週２回 

週２回(月・木、

火・金の２地域) 

４４４箇所 ８２箇所 ８２箇所 

不燃ごみ 
月 1回 

２ブロックに 

分けて月１回 

月１回(第 1～第 4

水曜日の 4地域) 

直接搬入 直接搬入 直接搬入 
粗大ごみ 

－ 

９１箇所を４ブ

ロックに分けて

２月に１回 

－ － 

３８８箇所 ８５箇所 ７７箇所 ４４箇所 

収

集

方

法 

資源ごみ 月 1回 

(プラ類は月2回)

４ブロックに 

分けて月 1回 

２ブロックに 

分けて月 2回 

月 1 回(プラ類は

月 1～2回) 

祁答院町 里   村 上 甑 村 下 甑 村 鹿 島 村 

委 託 甑島衛生管理組合 甑島衛生管理組合 直 営 委 託 

ステーション方式 ステーション方式 ステーション方式 ステーション方式 ステーション方式 

６６箇所 ３４箇所 ３３箇所 ７０箇所 ７箇所 

週２回 週３回 週３回 週２回 週２回 

４５箇所 ３４箇所 ３３箇所 － ７箇所 

月１回 月１回 月１回 － 月２回 

直接搬入 直接搬入 直接搬入 ７０箇所 １箇所 

－ － － 年２回 年２回 

３４箇所 ３４箇所 ３３箇所 ７０箇所 ７箇所 

月２回 月２回 月２回 月２回 月４回 



 

【火葬料の現況】                                   （単位：円） 

 

下 甑 村 鹿 島 村 
火 葬 料 火 葬 料 

区 分 
村 内 村 外 

区 分 
村 内 村 外 

満 12 歳 

以上 1体 
5,000 円 

満 13 歳 

以上１体 
10,000 円 20,000 円

満 12 歳 

以下１体 
4,000 円 

満 12 歳 

以下１体 
4,500 円 9,000 円

死産児1胎 3,000 円 死産児1体 7,000 円 

改葬骨1棺 3,000 円 

普通使

用料の

５割増 

改 葬 遺 骨

１件 
7,000 円 

 
火葬料については、使用形態が同じであり、受益者負担の公平性等を勘案し、合併時に

統一した火葬料で調整します。 
 

 
 

川 内 市 薩摩郡東部衛生処理組合 甑島衛生管理組合 
火 葬 料 火 葬 料 火 葬 料 

区 分 
市 内 市 外 

区 分 
管 内 管 外 

区 分 加入 
村内者 

加入 
村外者 

満 13 歳 

以上 1 体 
3,000 円 25,000 円 

満 13 歳 

以上 1 体 
5,000 円 20,000 円

満 13 歳 

以上 1 体 
5,000 円 10,000 円

満 13 歳 

未満 1 体 
2,000 円 20,000 円 

満 13 歳 

未満 1 体 
3,000 円 13,000 円

満 13 歳 

未満 1 体 
4,000 円 8,000 円

死産児 1胎 1,000 円 10,000 円 死産児 1胎 1,500 円 8,000 円 死産児 1体 2,500 円 4,000 円

改葬骨 1棺 3,500 円 10,000 円 

改 葬 骨 及

び 人 体 の

一 部 切 断

物 １件 

1,500 円 8,000 円
改葬遺骨

１件 
2,500 円 4,000 円

700 円 1,300 円 産汚物 1件 500 円 2,000 円 産汚物 1件 1,000 円 2,200 円

産汚物類

５㎏以内 
超過重量

１㎏当り

100 円 

超過重量

１㎏当り

200 円 

 
  

 
  

３ 火葬関係 
火葬場（火葬料）については、合併時に新たに制度等を制定する。 

４ 環境衛生事業に関する公共的団体については、公共的団体の取り扱いによる。 



23－10 障害者福祉事業 

 

23－11 高齢者福祉事業 

 
 

障害者福祉事業については、国等の制度に基づき実施している事業は、引き続き推進

するとともに、障害者の自立と社会参加にかかる事業等は、統合又は再編し充実に努め

るものとする。 
個別調整方針案については、次のとおりとする。 

１ 現行のまま新市へ引き継ぐ。 

(1) 障害児育成会補助 

(2) 身体障害者・知的障害者相談 

(3) 成年後見制度利用支援事業 

２ 川内市の例により合併時までに調整し、新市と同時に施行する。 

(1) 障害者保健指導 

(2) 手話奉仕員派遣 

(3) 手話奉仕員養成事業 

(4) 身体障害者自動車運転免許取得費助成 

(5) 身体障害者用自動車改造費助成 

(6) 点字、声の広報等発行事業 

(7) 障害児デイサ－ビス事業 

(8) 朗読奉仕員養成事業 

３ 合併時に、新たに制度等を制定する。 

(1) 福祉巡回バス運行事業 

(2) 福祉タクシ－助成事業 

４ 新市に移行後、速やかに調整する。 

(1) 障害者団体の育成 

５ 新市に移行後も当分の間現行のとおりとし、随時調整する。 

(1) 身体障害者スポ－ツ大会 

(2) 心身障害者の集い 

高齢者福祉事業については、国等の制度に基づいて実施している事業は、引き続き推

進するものとし、一つの団体のみ実施している事業については、従来の実績を考慮して

制度の目的が効果的に機能するように調整する。 
個別調整方針案については、次のとおりとする。 

１ 現行のまま新市へ引き継ぐ。 

(1) 老人保護措置事業 

(2) シルバ－人材センタ－事業 

(3) 在宅介護訪問指導 

(4) さざらし会館管理運営事務 

２ 川内市の例により合併時までに調整し、新市と同時に施行する。 

(1) 老人クラブ活動補助 

(2) 地域ケア推進事業 



 

 

23－12 児童福祉事業 

 

 

３ 入来町の例により合併時までに調整し、新市と同時に施行する。 

(1) 移送費助成事業 

４ 合併時に、新たに制度等を制定する。 

(1) ホ－ムヘルプサ－ビス事業 

(2) 生きがいデイサ－ビス事業 

(3) ねたきり老人介護手当支給事業 

(4) 高齢者生活福祉センタ－運営委託事業 

(5) 高齢者福祉施設管理 

(6) 敬老事業 

(7) 住宅改造費助成事業 

(8) 高齢者はり・きゅう・マッサ－ジ等施術料助成事業 

(9) 寝具類等洗濯乾燥消毒サ－ビス事業 
５ 新市に移行後、速やかに調整する。 

(1) 高齢者拠点及びサ－ビス 

(2) 独居老人声かけ事業 

(3) 高齢者ふれあいサロン事業 

６ 新市に移行後も当分の間現行のとおりとし、随時調整する。 

(1) 生きがい活動支援通所事業(事業運営) 

(2) いきいき 100 歳の店運営事業 

(3) 配食サ－ビス 

(4) 老人健康教育事業 

(5) 緊急通報システム 

７ 廃止の方向で調整する。 

(1) 高齢者の生きがいと健康づくり推進事業 

(2) 金婚式 

(3) 独居老人給食サ－ビス事業 

(4) 福祉機器・用具の貸し出し 

１ 出生祝金は、全市での実施は財政的に厳しいため、廃止の方向で調整する。   

２ 公立保育所・保育園運営事業は、地域によって保育料に偏りがあり、合併時に、

新たな制度等を制定する。 
３  児童館は、合併時に、新たな制度等を制定する。               

４ 放課後児童クラブは、市町によって補助金の上乗せや委託に差異があり、早急な

調整は困難であるため、新市に移行後も当分の間現行のとおりとし、随時調整する。 
５ 保育協議会補助は、補助金の規定根拠を明確にするため、新市に移行後、速やか

に調整する。 

６ 保育園入・退所事務は、保育料の基準が異なっており、新市に移行後も当分の間

現行のとおりとし、随時調整する。 



 

保育料については、国の徴収基準額を基に算定されていますが、地域によって少子化対

策等を考慮した市町村の単独補助があり、格差が生じているため、新市に移行後も当分の

間は現行のとおりとし、激変緩和措置として３年後を目処に保育料の統一を図ることとし

ています。 

 

23－13 生活保護事業 

 

23－14 その他福祉事業 

 
 
 

７ 乳幼児健康支援一時預かり事業は、現行のまま新市に引き継ぐ。 

８  児童虐待防止協議会運営事業は、１市のみの実施であるが関係機関の見直しが必

要であり、新市に移行後、速やかに調整する。                

９  チャイルドシ－ト一部助成等事業は、貸与・一部助成など実施の方法が異なって

おり、合併時に、新たに制度等を制定する。 

10  遺児及び父子手当給付事業は、補助金・対象者の基準が異なるため、合併時に新

たに制度等を制定する。 

11 育児手当は、児童手当と類似しているため、合併時に、新たに制度等を制定する。

12 認可外保育施設運営補助金は、合併時に、川内市の例により調整する。 

13 乳幼児医療費助成金は、合併時に、新たに制度等を制定する。 

生活保護事業については、国の制度であり、合併までに川内市の例により調整し、新

市において実施する。 

１ 民生委員・児童委員協議会事務局は、今後の事務局のあり方等について調整を要

するため、新市に移行後、速やかに調整する。 

２ 日本赤十字社関係は、社会福祉協議会や婦人会が実施しており、廃止の方向で調

整する。 

３ 社会福祉協議会委託は、委託業務等の内容が異なっており、合併時に、新たな制

度等を制定する。 

４ 民生委員推薦会は、推薦委員の選出方法等が異なっており、合併時に新たな制度

等を制定する。 

５ 樋脇町民生委員記念林造成管理計画は、廃止の方向で調整する。 

６ 災害弔慰金・災害障害見舞金支給は、現行のまま新市に引き継ぐ。 

７ 災害援護資金貸付は、現行のまま新市に引き継ぐ。 

８ 災害見舞金支給は、支給額や支給要件に差異があることから、合併時に、新たに

制度等を制定する。 

９ 被災者生活再建支援金支給は、現行のまま新市に引き継ぐ。 

10 戦没者追悼式は、主催者や開催時期が異なっており、新市に移行後、速やかに調

整する。 

11 行旅困窮者の法外援助は、現行のまま新市に引き継ぐ。 



23－15 農林水産関係事業 

農地流動化や新規就農者等の育成、農作業の受委託事業等を総合的に実施・支援する農

業公社については、平成１７年度設立に向けて引き続き、施設整備や運営手法等の調査研

究を推進します。 

 

従来からある各市町村の畜産振興対策事業等は、新市においても引き続き実施すること

とし、各制度の充実を図りながら畜産農家の経営安定に努めます。 

 

豊かな森林資源を確保するため、計画的な森林整備に努め、引き続き林道網等の整備拡

充に努めます。 

 

１ 農政関係事業 

(1) 地域農業マスタ－プラン及び農業振興助成制度（融資関係市町村単独）につい

ては、新市に移行後、速やかに調整する。  

(2) 農業公社設立準備事業については、現行のまま新市に引き継ぐ。 

(3) 研修センタ－及び特産品加工センタ－の管理については、新市に移行後も当分

の間現行のとおりとし、随時調整する。 

(4) 市町民農園（ふれあい農園）については、現在利用者が借りている農地につい

ては現行のまま新市に引き継ぐこととし、管理運営については新市に移行後、速

やかに調整する。 

２ 畜産関係事業 

(1) 生産総合対策事業（畜産ハード 畜産経営活性化事業）については、現行のま

ま新市に引き継ぐ。 

(2) 大家畜経営活性化資金利子補給事業及び大家畜経営改善支援資金並びに大家畜

経営維持資金については、新市に移行後速やかに調整する。ただし、債務負担行

為にて既に実施されているものについては、現行のまま新市に引き継ぐ。 

(3) 肉用牛特別導入事業及び肥育素牛導入事業並びに優良牛雌牛貸付事業について

は、合併時に新たに制度等を制定する。 

(4) 肉用牛付加価値利用貸付事業及び営農改善家畜貸付事業については、新市に移

行後も当分の間現行のとおりとし、随時調整する。 

(5) 特定離島ふるさとおこし推進事業（県有牛導入事業）については、現行のまま

新市に引き継ぐ。 

(6) 家畜運営診療所及び管理事業については、合併時に、新たに制度等を制定する。

(7) 共同利用畜舎管理事業については、新市に移行後も当分の間現行のとおりとし、

随時調整する。 

(8) 山羊研究所飼育事業については、現行のまま新市に引き継ぐ。  

３ 林業関係事業 

(1) 市町村森林整備計画については、新市に移行後、速やかに調整する。 

(2) 県費単独補助治山事業、鳥獣飼養許可、林業施設整備及び林業振興推進協議会

については、合併時に、新たに制度等を制定する。 

(3) 火入れ許可については、新市に移行後、速やかに調整する。 



 

農道等の整備を計画的に進め、農業集落の環境整備に努めながら､農業基盤整備を推進し

ます。 

つくり育てる漁業や水産業の担い手育成・確保を引き続き推進し、水産加工の高度化や

地産地消の流通体系の強化に努めます。 

 

 

 

 

 

４ 農業土木関係事業 

(1) 農業農村整備管理計画については、現行のまま新市に引き継ぐ。 

(2) 農道等に関する使用（占用）許可、農道等に関する境界協定申請処理及び農道・

水路・法定外公共物・里道に関する境界協定申請処理については、合併時に、新

たに制度等を制定する。 

(3) 土地改良関係負担金については、現行のまま新市に引き継ぐ。 

(4) 土地改良事業分担金徴収については、合併時に、新たに制度等を制定する。 

(5) 土地改良区の育成については、新市に移行後も当分の間現行のとおりとし、随

時調整する。 

(6) 土地改良区の合併については、将来統合するよう調整に努める。 

(7) 農村公園維持管理については、新市に移行後も当分の間現行のとおりとし、随

時調整する。 

(8) 生態系保存資料館「アクアイム」の管理運営については、現行のまま新市に引

き継ぐ。 

(9) 県単独農業農村整備事業については、現行のまま新市に引き継ぐ。 

(10) 市町村単独農業農村整備事業については、新市に移行後速やかに調整する。 

(11) 農地農業用施設災害復旧事業及び市町村単独農地農業用施設災害復旧事業並

びに特別災害復旧事業については、合併時に新たに制度等を制定する。 

５ 水産関係事業 

(1) 漁港及び漁港に付随する公園等の管理については、新市に移行後、速やかに調

整する。 

(2) 漁港占用許可及び漁港使用料徴収制度については、現行のまま新市に引き継ぐ。

(3) 水産物地方卸売市場については、現行のまま新市に引き継ぐ。移転計画は、新

市に移行後も当分の間現行のとおりとし、随時調整する。 

(4) 水産関係施設の管理については、現行のまま新市に引き継ぐ。 

(5) 水産観光促進奨励金制度については、４村を対象にし、合併時に、上甑村の例

により調整する。 

(6) 信用事業譲渡に伴う損失補償及び利子補給については、現行のまま新市に引き

継ぐ。 

(7) 漁船建造資金利子補助制度については、４村を対象にし、漁業者に対する補助

制度とし、合併時に、新たに制度等を制定する。 



23－16 商工・観光関係事業 

商工業団体と連携しながら、市街地活性化や地域商店街の経営基盤強化に努め、商工業

の振興に努めます。 

地場産業の育成を図りながら、企業の育成・誘致の推進に努めます。 

新市の恵まれた地域資源を有効に活用し、観光ルートのネットワーク形成を進め、観光

客が気軽に宿泊できる施設の充実や観光情報の効果的な提供等で観光の振興に努めます。 

 

23－17 建設関係事業 

 

 

 

１ 商工業振興事業については、新市に移行後も継続して実施する。各商工団体の組

織及び運営については、新市に移行後､効果的な活動ができるよう組織体制の確立を

推進する。 

２ ふるさと大使に関することについては、現行のまま新市に引き継ぐこととし、新

市において調整する。  

３ 企業誘致助成措置に関することについては、合併時に、新たに制度等を制定する。

４ 観光イベント事業については、新市に移行後も当分の間現行のとおりとし、随時

調整する。 

５ 観光施設の管理運営については、新市に移行後も当分の間現行のとおりとし、随

時調整する。 

６ 観光船の管理運営については、新市に移行後も当分の間現行のとおりとし、随時

調整する。 

７ 観光協会の組織及び運営については、新市に移行後、効果的な活動ができるよう

組織体制の確立を推進する。 

８ 川内ウォータークィーン・キングについては、新市に移行後、速やかに調整する。

９ 観光関係団体の組織及び運営については、新市に移行後、効果的な活動ができる

よう組織体制の確立を推進する。 

10 宿泊施設については、現行のまま新市に引き継ぐ。ただし、宿泊施設の統合検討

委員会、運営協議会の設置については、合併時に、新たに制度等を制定する。 

１ 市町村道については、現行のまま新市に引き継ぎ、市道の認定基準については、

合併時に、川内市の例により調整する。 
２ 公営住宅については、現行のまま新市に引き継ぎ、今後の建設計画については、

新市に移行後、速やかに調整する。 
３ 都市計画区域や地域地区、都市施設等の都市計画については、現行のまま新市に

引き継ぎ、都市計画審議会については、新市において新たに設置する。 
４ 都市計画マスタープランについては、県が定める都市計画区域マスタープランは、

現行のまま新市に引き継ぎ、市町村マスタープランは、新市に移行後、速やかに調

整する。 
５ 土地区画整理事業の今後の調査・計画等については、新市に移行後、速やかに調

整する。 



23－18 上・下水道事業 

【上水道・簡易水道料金の現況】                   （単位：円） 

※条件：一般家庭でメーター器の口径 13 ㎜、月 20 ㎥使用した時 

上水道・簡易水道料金については、構成する市町村で料金に格差があります。そのた

め料金統一については、収支バランス等考慮しながら新市に移行後３年以内の早い時期

に統一できるよう調整します。 

 
 

 川内市 樋脇町 入来町 東郷町 祁答院町 里村 上甑村 下甑村 鹿島村

基本料金 600 1,550 1,120 980 720 600 500 930 600

従量（超過）料金 1,600 1,500 1,100 2,200 1,200 2,040 2,040 1,500 2,020

メーター使用料   80 100 80

合計（消費税込） 2,200 3,200 2,330 3,180 2,015 2,770 2,747 2,530 2,830

１ 水道事業 

(1) 上水道事業・簡易水道事業については、現行のまま新市に引き継ぎ、会計につ

いては、新市に移行後３年以内を目処に、随時調整し、企業債については、現行

のまま新市に引き継ぐ。 

(2) 水道料金及び検針 

① 上水道と簡易水道の料金については、合併後３年以内の早い時期に統一でき

るよう調整し、料金体系については、「口径別」とする。 

② 検針については、合併と同時に統一し、委託料、検針人は、新市に移行後も

当分の間現行のとおりとし、３年を目処に随時調整する。 

③ メ－タ－使用料については、廃止の方向で調整することとし、業務内容は、現

行のまま新市に引き継ぐ。 

(3) 加入負担金及び手数料 

① 新規加入負担金の負担金額については、新市移行後も当分の間現行のとおり

とし、３年以内を目処に随時調整する。 

② 給水装置工事事業者指定手数料、設計審査手数料、各種証明手数料、督促手

数料、については、合併時に、新たな制度等を制定する。 

③ 給水装置工事検査手数料は、合併時に、川内市の例により調整する。 

④ 開栓休栓手数料、量水器機能試験手数料、消防演習手数料、工事設計手数料、

メ－タ－取り付け及び撤去手数料、無許可給水装置工事検査手数料については、

廃止する。 

(4) 事業及び財政計画（上水・簡水）については、新市に移行後１年以内を目処に

調整し、事業認可の内容､調整及び拡張・整備計画（設計計画）については、現行

のまま新市に引き継ぐ。 

(5) 船舶給水については、現行のまま新市に引き継ぐ。 

(6) サ－ビスセンタ－事務（管理）については、新市に移行後１年以内に調整する。

(7) 水道事業運営審議会については、新市に移行後１年以内に調整する。 

(8) 工業用水道については、現行のまま新市に引き継ぐ。 



 

 

 

２ 下水道事業 

(1) 下水道使用料については、当分の間現行のとおりとし、新市において料金統一

の基本方針を定め、従量制による料金体系を構築する。 

(2) 負担金等事務  

① 負担金額及び取扱いに格差があるため、各市町村の現事業が終了するまで現

行どおりとし、新市において新事業の計画と共に調整する。 

② 納付方法については、下水道事業負担金及び農業集落排水事業の負担金額及

び納付方法が類似しているので、合併までに統一する方向で調整する。    

③ 口座振替については、電算システムの統合と調整しながら平成１７年４月か

ら口座振替ができるように調整する。 

④ 猶予基準・減免基準については、合併までに統一する。 

(3) 下水道整備計画と認可及び財政計画 

① 下水道整備事業については、現行のまま新市に引き継ぐ。 

② 下道事業の計画と認可については、現行のまま新市に引き継ぐ。     

③ 事業及び財政計画の事務事業は、現行のまま新市に引き継ぎ、入来町の大馬

越地区及び入来中部地区農業集落排水処理施設維持管理組合は、借入の償還が

終了するまで存続させる方向で調整する。 

３ 温泉事業 

(1) 温泉事業については、新市に移行後、会計、経理を一本化し、新たに制度を制

定する。 

(2) 検針及び料金 

① 検針については、合併時に、樋脇町の例により調整する。 

② 公衆浴場料金については、新市に移行後統一した料金とする。 

③ 分湯分については、新市に移行後も当分の間現行のとおりとし、３年以内を

目処に調整する。 

④ 賦課徴収については、合併時に、新たな制度等を制定する。 

(3) 量水器については、合併時に、樋脇町の例により調整する。 

(4) 工事負担金及び検査 

① 工事負担金については、現行のまま新市に引き継ぐ。 

② 工事検査については、合併時に、新たな制度等を制定する。 

(5) 公衆浴場維持管理については、合併時に、新たな制度等を制定する。 

(6) 温泉施設開発については、新市に移行後１年以内に調整する。 

(7) 給湯開始・休止については、新市に移行後１年以内に調整する。 

(8) 温泉審議会については、新市に移行後 1年以内に調整する。 



23－19 学校教育事業 

学校給食は、樋脇町と入来町が、町の会計から学校給食会による私会計に移行します。 

運営内容（給食費の額や集金方法・献立等）については、変更ありません。 

 

【幼稚園入園料及び使用料の現況】                  （単位：円） 

 
幼稚園の入園料については、合併時に川内市以外の町村は 1,000 円に統一されます。そ

の後平成１８年度までは据え置き、平成１９年度以降、園児数の推移や新市の少子化対策

を踏まえ、さらに私立幼稚園・保育所の経営にも配慮の上適正な入園料を設定して、段階

的に調整していく予定です。 
また、幼稚園使用料については、合併時の在園者が卒園する平成１８年度までは現行の

まま据え置き、平成１９年度以降、入園料と同様段階的に調整していきます。 
 
 
 

 

 川内市 樋脇町 入来町 東郷町 祁答院町 里村 上甑村 下甑村 鹿島村

入園料 11,000 500 1,000 500  

使用料 5,900 4,000 2,000 3,000 3,000 4,000 2,000 3,000 2,000

１ 関係市町村内にある小学校、中学校及び幼稚園の設置及び廃止については、現行

のまま新市に引き継ぐ。 
２ 通学区域については、新市に移行後も当分の間現行のとおりとし、随時調整する。

３ 遠距離通学費助成、通学バス運行業務及び特認校制度については、新市に移行後

も当分の間現行のとおりとし、随時調整する。 
４ 学校給食については、次のとおりとする。 
(1) 学校給食施設については、現行のまま新市に引き継ぐ。 
(2) 給食会計については、合併時に私会計に統一する。 
(3) 給食費、食材の購入方法及び給食の配送については、新市に移行後も当分の間

現行のとおりとし、随時調整する。 

５ 幼稚園については、次のとおりとする。 

(1) 入園料 

川内市は当分の間現行のとおりとし、その他の町村は東郷町の例により合併時

に調整する。その後、随時調整する。 

(2) 幼稚園使用料  

新市に移行後も当分の間現行のとおりとし、随時調整する。 

(3) 就園援助 

合併時に川内市の例により調整する。 

(4) 保育 

定員、学級数、受け入れ年齢、保育時間及び預かり保育の実施は、当分の間現

行のとおりとし、随時調整する。 



 

 
23－20 コミュニティ施策 

地区コミュニティ協議会が行なう事業内容 
（1） 地区における部会を中心とした事業活動 
（2） 地区の総合的施策の研究検討 
（3） 地区振興計画策定 
（4） 講師等を招いての地域振興策の研究・検討 
（5） 地区の広聴広報活動 
（6） 地区コミュニティセンター（コミセン）の維持管理 
（7） 社会教育講座の実施 
新市のまちづくりに住民自治組織である自治会や地区コミュニティ協議会と協働し

て取り組みます。 
 住民自治組織の拠点である集会所や公民館の維持管理を支援します。 
 ボランティア活動についても積極的に支援します。 
地区コミュニティ協議会のイメージは、資料５９ページをご参照ください。 

 旧市町村における各自治会や校区への補助金については、総合的に調整されます。 
 
23－21 社会教育事業 

 
 

６ 要保護・準要保護児童生徒の就学援助については、平成１７年度当初を目処に調

整する。 

７ 奨学金支給事業については、平成１７年度当初を目処に新たに制度等を制定する。

なお、現在支給を受けている生徒・学生及び平成１６年度中に支給対象者となる

ものについては現行のとおりとする。 

１ 地区コミュニティ協議会の設立及び活動にあたっては、積極的に支援を行う。 
２ 市民への文書配布等については業務委託とし、新市に移行後速やかに調整する。 
３ 行政嘱託員・連絡員については、新市に移行後速やかに調整する。 
４ 地区・校区公民館及び集会所の維持管理については、新市に移行後も当分の間現

行のとおりとし、随時調整する。 
５ 基礎自治集会所の維持管理については、新市に移行後も当分の間現行のとおりと

し、地元の基礎自治会等へ管理を委託する方向で随時調整する。 
６ ＮＰＯ及びボランティア活動に関することについては、基本的な活動方針を含め

新市移行後、速やかに調整する。 

１ 社会教育 

(1) 生涯学習推進体制については、合併時に川内市の例により調整する。 

(2) 図書館・図書室については、現在の川内市立図書館を中央図書館とし、各町村

ごとに分館を設置する。その運営については、新市に移行後、随時調整する。 

(3) 成人式については、新市主催の成人式を川内市の例により実施する。また、各

地域の祝賀会等についても、実施主体等を調整の上、地域の実情により実施する。



 

社会教育については現在の活動を継続し、各支所の生涯学習センター（現在の中央公民

館等）及び各地区のコミュニティセンターを拠点に、さらにその充実を図ります。 

 

23－22 情報公開制度 

 

23－23 その他事業 

23－23(1) 選挙事務関係 

新市における選挙の実施状況については、次のとおりとなります。 

選挙区：1選挙区（市議会議員の 1回目の選挙は９選挙区） 

  投票所：これまでと変わりません。（９３ケ所） 

  開票所：1ヶ所（市議会議員の 1回目の選挙は９ヶ所） 

      ＊県選挙管理委員会が特別の事情があると認める場合は、開票所を複数設置

することも可能です。今後、協議を行うこととしています。 

１ 情報公開制度については、未制定の団体もあるため、川内市の制度を基本に合併

時に制定する。 

２ 市町村長の資産等の公開に関する条例については、全ての市町村同じ制度のため、

現行のまま新市に引き継ぐ。 

１ 投票区については、当分の間現行のとおりとし、新市において調整する。 

２ 開票区、投票時間、不在者投票（期日前投票）事務並びに不在者投票（期日前投

票）時間については、合併時に調整することとし、不在者投票（期日前投票）所に

ついては、現行のまま新市に引き継ぐ。 

３ ポスター掲示場については、設置場所の検討を行い、新市に移行後速やかに調整

する。 

２ 文化振興 

(1) 文化財の保護・活用・伝承については、当分の間現行のとおりとし、随時調整

する。 

(2) 史跡等整備・保護業務については、現行のまま新市に引き継ぐ。 

(3) 文化活動等については、新市に移行後、速やかに調整する。 

(4) 入来町伝統的建造物群保存地区保存審議会及び保護業務については、現行のま

ま新市に引き継ぐ。 

３ スポーツ振興 

(1) 市町村民運動会については、合併後の実施の意向を調査の上、各地域ごとに調

整する。 

(2) 総合型地域スポーツクラブについては、新市に移行後も当分の間現行のとおり

とし、随時調整する。 

(3) 各種スポーツ大会等については、現行のまま新市に引き継ぐ。ただし、実施主

体については見直し、新市に移行後速やかに調整する。 

４ 教育振興施設 

教育振興施設の維持運営管理業務については、許可申請手続や、減免基準の統一

等、合併時に新たに制度等を制定する。 



  不在者投票所（期日前投票所）：これまでと変わりません。（９ケ所） 

※平成 15 年 12 日 1 日に公職選挙法の一部改正が行われ不在者投票事務等が変更になり

ました。これらの改正については、今後各市町村の広報等でお知らせします。 

 

23－23(2) 個人情報保護制度 

 

23－23(3) 地籍調査事業 

 

23－23(4) 会計事務関係 

公金出納事務の効率化を図るとともに、住民の利便性に配慮し、窓口事務サービスが低

下しないように努めます。 

 

23－23(5) 契約事務関係 

入札参加資格の取扱いは、旧市町村それぞれ異なっていることから、当分の間、地域

性を踏まえた移行措置をとります。 
 

23－23(6) 企画関係 

新市まちづくり計画に基づき、新市全域の均衡ある発展に努めます。 

電子計算組織に係る個人情報保護条例については、未制定の団体もあるため、合併時

に川内市の制度を基本に制定する。  

また、マニュアル処理まで含む包括的個人情報保護条例については、未制定のため、

新市において調整する。 

地籍調査事業については、新市で引き続き実施することとし、地籍調査完了に伴う成

果等については、現行のまま新市に引き継ぐものとする。 

指定金融機関等については、９市町村の指定金融機関等の中から合併までに定める。 

工事等入札指名事務及び入札事務は、川内市の例を基本に調整する。 
ただし、入札参加資格の取扱いについては、新市に移行後も当分の間現行のとおり

とし、随時調整する。 

１ 総合計画策定について 

(1) 総合計画「基本構想」については、旧市町村の総合計画を考慮した新市ま

ちづくり計画における「まちづくりの基本方針」の承継を図り、新市に移行後、

速やかに策定する。 

(2) 総合計画「基本計画」については、新市まちづくり計画に基づき策定する。

この策定までの間は、新市まちづくり計画基本計画により行政運営を行う。な

お、「基本計画」策定に当たり、各地区コミュニティ協議会の地区振興計画を

参考にする。 

(3) 総合計画「実施計画」（３ヶ年計画）については、新市まちづくり計画を基

に暫定的な計画を新市に移行後、速やかに策定する。 

２ 定住促進に関することについて 

新市に移行後、速やかに調整する。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参  考  資  料 



市長 ┳ 助役 ┳ ┳ ━ 総務係 人事給与係 研修厚生係

┃ ┃ ┃ ┃ ┣ 秘書室 ━ 秘書係 ┃┣ 調整係 ┣ 調整係 ┣ 調整係 ┃┣ 調整係

┃ ┃ ┃ ┃ ┗ 東京事務所 ┃┣ 管財係 ┣ 管財係 ┣ 管財係 ┃┣ 管財係

┃ ┃ ┃ ┣ ━ 文書係 法制係 ┃┣ 税務係 ┣ 税務係 ┣ 税務係 ┃┣ 税務係

┃ ┃ ┃ ┣ ━ 防災係 交通安全係 ┃┗ 地域振興係 ┗ 地域振興係 ┗ 地域振興係 ┃┗ 地域振興係

┃ ┃ ┃ ┣ ━ 財務係 管財係 契約係 ┗━ 市比野出張所 ┣━ 黒木出張所

┃ ┃ ┃ ┣ ━ 税制係 市民税係 土地係 家屋係 ┗━ 藺牟田出張所

┃ ┃ ┃ ┗ ━ 収納１係 収納２係

┃ ┃ ┣ ┣ 市民係 ┣ 市民係(入来会館） ┣ 市民係 ┣ 市民係

┃ ┃ ┣ ┳ ━ 政策係 特定計画係 甑島振興係 男女共同参画係 国際交流係 ┣ 福祉係 ┣ 福祉係 ┣ 福祉係 ┣ 福祉係

┃ ┃ ┃ ┃ ┗ 企業立地推進室 ━ 企業立地係 ┣ 健康推進係（樋脇保健ｾﾝﾀｰ) ┣ 健康推進係(入来保健ｾﾝﾀｰ) ┣ 健康推進係(東郷保健ｾﾝﾀｰ) ┣ 健康推進係(祁答院保健ｾﾝﾀｰ)

┃ ┃ ┃ ┣ ━ 行政評価係 合併調整係 ┣ 環境係 ┣ 環境係 ┣ 環境係 ┣ 環境係

┃ ┃ ┃ ┣ ━ コミュニティ係 広聴広報係 ┗ 保険係 ┗ 保険係 ┗ 保険係 ┗ 保険係

┃ ┃ ┃ ┗ ━ 地域情報係 行政情報係

┃ ┃ ┣ ┳ ━ 市民生活係 戸籍係 住民係

┃ ┃ ┃ ┃ ┣ 農政畜産係 ┣ 農政畜産係 ┣ 農政畜産係 ┣ 農政畜産係

┃ ┃ ┃ ┣ ━ 福祉係 援護係 児童福祉係 ┣ 耕地林務係 ┣ 耕地林務係 ┣ 耕地林務係 ┣ 耕地林務係

┃ ┃ ┃ ┃ ┗ 川内保育園 ━ 管理係 ┗ 商工観光係 ┗ 商工観光係 ┗ 商工観光係 ┗ 商工観光係

┃ ┃ ┃ ┣ ━ 高齢者福祉係 身障福祉係 障害福祉係 (竜仙館・特産品加工ｾﾝﾀｰ)

┃ ┃ ┃ ┃ ┗ 養護老人施設和光園 ━ 管理係

┃ ┃ ┃ ┃ ┃┣ 建設係

┃ ┃ ┃ ┣ ━ 健康指導係 地域医療係 ┣ 建設係 ┃┣ 建築住宅係 ┣ 建設係 ┣ 建設係

┃ ┃ ┃ ┃ （川内保健センター） ┣ 建築住宅係 ┃┣ 用地係 ┣ 建築住宅係 ┣ 建築住宅係

┃ ┃ ┃ ┣ ━ 環境保全係 原子力安全対策係 環境衛生係 廃棄物対策係 環境施設整備係 ┗ 用地係 ┃┗ 地籍調査係 ┣ 用地係 ┣ 用地係

┃ ┃ ┃ ┃ ┣ 川内環境センター ━ 管理係 業務係 ┗━ 入来区画整理事務所 ┗ 地籍調査係 ┗ 地籍調査係

┃ ┃ ┃ ┃ ┗ 川内ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ ━ 施設管理係 ┗温泉場地区係

┃ ┃ ┃ ┗ ━ 国保給付係 老人給付係 介護調査認定係 介護給付係 介護予防係

┃ ┃ ┃

┃ ┃ ┣ ┳ ━ 農業振興係 経営指導係 畜産振興係

┃ ┃ ┃ ┣ ━ 基盤整備係 施設維持係

┃ ┃ ┃ ┣ ━ 林業振興係 水産振興係 ┣ 小･中学校､幼稚園 ┣ 小･中学校､幼稚園 ┣ 小･中学校､幼稚園 ┗ 小･中学校､幼稚園

┃ ┃ ┃ ┣ ━ 商工業振興係 交通運輸係 ┗ 給食センター(学校給食係) ┗ 給食センター(学校給食係) ┗ 給食センター(学校給食係)

┃ ┃ ┃ ┗ ━ 観光振興係 観光施設係

┃ ┃ ┃

┃ ┃ ┣ ┳ ━ 建設調整係

┃ ┃ ┃ ┣ ━ 道路橋梁係 河川港湾公園係

┃ ┃ ┃ ┣ ━ 管理係 道路橋梁維持係 河川港湾公園維持係 ┣ 社会教育係 ┣ 社会教育係 ┣ 社会教育係 ┣ 社会教育係

┃ ┃ ┃ ┣ ━ 都市計画係 区画整理係 ┗ 健康スポーツ係 ┣ 健康スポーツ係 ┗ 健康スポーツ係 ┗ 健康スポーツ係

┃ ┃ ┃ ┃ ┗ 天辰区画整理事務所 ━ 天辰地区係 ┗ 入来麓地区伝建係

┃ ┃ ┃ ┣ ━ 住宅管理係 建築係

┃ ┃ ┃ ┗ ━ 用地登記係 地籍調査係

┃ ┃ ┃ ┣ 水道係 ┣ 上下水道係 ┗ 水道係 ┗ 上下水道係

┃ ┃ ┗ ━ ━ 工事検査係 ┗ 温泉係 ┣ 温泉係

┃ ┃ ┗ 工業用水係

┃ ┗ ━ ┳ ━ 企画人事係 管理係 施設装備係

┃ ┣ ━ 第１通信指令係 第２通信指令係 警防係 救急救助係

┃ ┣ ━ 予防調査係 危険物係

┃ ┣ ━ 消防団係 ┣ 調整係 ┣ 調整係 ┣ 調整係 ┣ 調整係

┃ ┣ ━ 予防係 第１部隊 第２部隊 ┣ 管財係 ┣ 管財係 ┣ 管財係 ┣ 管財係

┃ ┃ ┣ 南部分署 ━ 第１部隊 第２部隊 ┣ 税務係 ┣ 税務係 ┣ 税務係 ┣ 税務係

┃ ┃ ┣ 上甑分駐所 ┗ 地域振興係 ┗ 地域振興係 ┗ 地域振興係 ┗ 地域振興係

┃ ┃ ┗ 下甑分駐所

┃ ┣ ━ 第１部隊 第２部隊

┃ ┗ ━ 第１部隊 第２部隊 ┃┣ 市民係 ┃┣ 市民係 ┃┣ 市民係 ┃┣ 市民係

┃ ┗ 祁答院分署 ━ 第１部隊 第２部隊 ┃┣ 福祉係 ┃┣ 福祉係 ┃┣ 福祉係 ┃┣ 福祉係

┃ ┃┣ 健康推進係 ┃┣ 健康推進係(上甑保健ｾﾝﾀｰ） ┃┣ 健康推進係(下甑保健ｾﾝﾀｰ） ┃┣ 健康推進係

┗ 収入役 ━ 出納係 審査係 ┃┣ 環境係（上甑島ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ） ┃┣ 環境係 ┃┣ 環境係（下甑ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ） ┃┣ 環境係（鹿島ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ）

┗ ┃┗ 保険係 ┃┗ 保険係 ┃┗ 保険係 ┃┗ 保険係

教育長 ━ ┳ ━ 総務係 施設管理係 ┗━ 里診療所 ┗━ 甑島中央診療所 ┣━ 手打診療所 ┗━ 鹿島診療所

┣ ━ 指導係 学事係 保健体育係 ┣━ 長浜診療所

┃ ┗ 小･中学校､幼稚園 ┣━ 下甑歯科診療所

┣ ━ 管理係 給食係 ┗━ 養護老人施設敬老園

┃ (給食ｾﾝﾀｰ)

┣ ━ 生涯学習係 社会教育係

┃ ┃ (生涯学習ｾﾝﾀｰ） ┣ 農林係 ┣ 農林係 ┣ 農林係 ┣ 農林係

┃ ┣ 図書館･視聴覚ﾗｲﾌﾞﾗﾘｰ ━ 図書館係 ┣ 水産振興係 ┣ 水産振興係 ┣ 水産振興係 ┣ 水産振興係（加工ｾﾝﾀｰ）

┃ ┗ 少年自然の家 ━ 管理係 研修指導係 ┗ 商工観光係 ┗ 商工観光係（かのこ） ┗ 商工観光係(竜宮の里･おとひめ) ┗ 商工観光係

┣ ━ 文化振興係 文化財係

┃ ┗ 歴史資料館･文学館 ━ 学芸係

┣ ━ 管理係 スポーツ振興係 健康スポーツ係 ┣ 建設用地係 ┣ 建設用地係 ┣ 建設用地係 ┣ 建設用地係

┗ ┣ 建築住宅係 ┣ 建築住宅係 ┣ 建築住宅係 ┣ 建築住宅係

上下水道 ━ ┳ ━ 管理係 業務係 ┗ 水道係 ┗ 上下水道係 ┣ 地籍調査係 ┗ 上下水道係

事業管理者 ┣ ━ 給水係 施設係 ┗ 上下水道係

┣ ━ 排水係 処理係

┗

━ ━ ━ 管理係 議事係 調査係 ┃┣ 教育総務係 ┃┣ 教育総務係 ┃┣ 教育総務係 ┃┣ 教育総務係

┃┗ 社会教育係 ┃┗ 社会教育係 ┃┗ 社会教育係 ┃┗ 社会教育係

━ ━ 選挙係 ┣━ 小･中学校､幼稚園 ┣━ 小･中学校､幼稚園 ┣━ 小･中学校､幼稚園 ┣━ 小･中学校､幼稚園

━ ┗━ 給食センター ┗━ 給食センター ┗━ 給食センター ┗━ 給食センター

━ ━ 第１監査係 第２監査係

━ ━ 農政係 農地係 農業者年金係

━

新市組織（案）
※組織(案)は、条例・例規を整えられるまで調整・変更される場合がありま
す。係名の長い係は、名称を再検討する場合があります。

●教育総務課━教育総務係

＜鹿島支所＞

＜樋脇支所＞

防災交通課

財務課

環境課

企画政策課

行政改革推進課

●産業課

●地域振興課

●学校教育課

●会計課分室-会計係

●市民福祉課

事務局

下水道課

生涯学習課

スポーツ振興課

管理課

上水道課

文化振興課

●教育課

●建設水道課

●地域振興課

●生涯学習課

●教育課

●地域振興課

●産業課 ●産業課

●市民福祉課

●建設水道課

学校給食課

（介護ｻｰﾋﾞｽ事業所）

●市民福祉課

学校教育課

会計課

教育総務課

事務局

●地域振興課

●建設課

●生涯学習課

●水道課

議事調査課

事務局

事務局

●建設水道課

市民健康課

中央署

工事検査監

東部署

警防課

予防課

消防団課

消防局

西部署

情報政策課
コミュニティ課

市民課

高齢･障害福祉課

福祉課

●下甑バス事業所
●上甑バス事業所

●教育総務課━教育総務係

●市民福祉課 ●市民福祉課

＜里支所＞ ＜上甑支所＞

●建設課

●教育総務課━教育総務係

●学校教育課

●産業課

●上下水道課

●市民福祉課

●産業課

●建設課

＜入来支所＞ ＜東郷支所＞ ＜祁答院支所＞
●地域振興課

●会計課分室-会計係

●産業課

●地域振興課 ●地域振興課

●市民福祉課

●地域振興課

●生涯学習課●生涯学習課

●建設課

●会計課分室-会計係

●上下水道課

●産業課

●教育総務課━教育総務係

＜下甑支所＞

●会計課分室-会計係 ●会計課分室-会計係 ●会計課分室-会計係

●会計課分室-会計係 ●会計課分室-会計係

●建設水道課

●学校教育課 ●学校教育課

（介護ｻｰﾋﾞｽ事業所敬老園）

●市民福祉課

監査委員

農業委員会

固定資産評価審査委員会

●水道課

●教育課

●学校教育課

●産業課

●学校教育課

事務局

●教育課

※係名の長い係については名称を再検討する

総務課

建設維持課

都市計画課

建築住宅課

用地課

建設整備課

産業経済部

国保介護課

農政畜産課

建設調整課

観光課

林務水産課

耕地課

建設部

商工振興課

公平委員会

教育部

水道局

選挙管理委員会

事務局長市議会

交通事業管理者

（福祉事務所）

総務課

文書法制課

＜本庁＞

税務課

収納課

総務部

支所（８）

市民福祉部

企画政策部

福祉事務所



新市消防団組織図（案）
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瀬上・桑之浦・小島分団

本部員

１・２・３分団（鹿島）

長浜・青瀬・内川内・瀬々野浦分団

藺牟田分団

本部員

役場・薗上・中・下・村西・東分団

中津・江石・平良・中野分団

朝陽分団

黒木分団

上手分団

下手・轟分団

藤本・野下分団

副田分団

清色分団

大馬越分団

本部員

岩下・倉野分団

塔之原・河内分団

市比野・上手分団

本部員

第８分団

第１４分団

第１０分団（久見崎・寄田）

第１３分団

中央１・中央２分団

鳥丸・藤川分団

南瀬・山田分団

第１０分団（高江部）

第３・４・５分団

第１１分団

第１２分団

本部員

第１・２分団

第６・９分団

第７分団


